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平成３０年度 第４回出雲市原子力安全顧問会議 

 

                 日  時 平成３０年６月８日（金） 

                 時  間 午後１時００分～午後３時００分 

                 場  所 出雲市役所 ３Ｆ 大会議室 

 

～会議録～ 

○持田防災安全担当部長  本日は、顧問の先生方におかれましては、ご多忙の中、

出雲市までお越しいただきありがとうございました。私は司会を務めさせていただき

ます、出雲市防災安全担当部長の持田と申します。どうぞ、よろしくお願いします。

ただ今から、第４回出雲市原子力安全顧問会議を始めさせていただきます。はじめに、

出雲市長長岡秀人がごあいさつ申しあげます。 

○長岡市長  顧問の先生方におかれましては、本日は、ご多忙の中、第４回出雲市

原子力安全顧問会議にご出席いただき、誠にありがとうございました。またそれぞれ

の立場で、この出雲市の原子力防災の関係につきまして、大変お世話になっています

こと感謝申し上げます。 

 さて、現在、原子力規制委員会において島根原子力発電所２号機について審査が行

われている最中でございますが、平成３０年２月には、審査項目の一つである基準地

震動について「妥当」と評価されたところです。このことを踏まえて、中国電力にお

かれましては、島根原子力発電所３号機について、新規制基準に係る適合性申請を行

いたい旨を、先般、本年５月２２日に出雲市に対して報告があったところです。 

 ご案内のように、市としてはこの申請につきまして、中国電力との協定に基づき、

意見を申し述べる考えでございます。また、島根県からは、３市と島根県との覚書に

基づきまして、意見照会がある予定でございます。 

本日の会議では中国電力から、本日は長谷川副本部長以下お越しいただいており
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ますが、「３号機の新規制基準に係る適合性申請の概要」について、そして、「島根

２号機の審査状況」についてそれぞれ説明をいただきます。顧問の先生方におかれま

しては、専門家の立場から質問をしていただき、市としての意見をまとめるにあたっ

てのご指導を賜りたいと考えております。技術的な観点で幅広く指導、助言等をいた

だければと思っております。限られた時間の中ではありますが、どうぞよろしくお願

い申しあげます。 

○持田防災安全担当部長  本日の会議の出席者については、会議の時間の都合もあ

りますので、お配りしております出席者名簿及び席次表にて紹介に代えさせていただ

きます。なお、赤塚洋顧問、それから高橋知之顧問につきましては、所用により、本

日はご欠席でございます。 

それから、本日の会議内容につきましては、先ほど市長が申しましたように、初

めに、島根原子力発電所３号機新規制基準への適合性申請に係る出雲市の対応につき

まして、今後のスケジュール等を説明させていただきます。その後、中国電力株式会

社から、この度の３号機の新規制基準への適合性申請の概要について、説明していた

だきます。説明の後、顧問の先生方から質疑の時間を取らせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

また、島根原子力発電所２号機について、昨年に開催しました顧問会議以降の新

規制基準適合性審査の状況につきまして、同じく中国電力株式会社から説明・報告を

していただきます。これらについても、質疑の時間を取らせていただきます。 

なお、本日の会議は、公開で開催しております。また、議事録を作成する都合上、

発言等につきましては録音をさせていただきますので、ご了解ください。 

続きまして、今回の会議の座長を選任させていただきます。 

出雲市原子力安全顧問設置要綱に従い、出席する顧問の中から、市長が座長を選

任いたします。長岡市長、お願いします。 
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○長岡市長  それでは、今回の座長は野口和彦顧問にお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○野口顧問（座長）  ただいま座長に選任いただきました野口でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

それでは、次第に従いまして、会議を進めたいと思います。最初は、出雲市から

資料１について説明お願いします。 

○山﨑防災安全課長  失礼いたします。出雲市で防災安全課長をしております山﨑

でございます。よろしくお願いします。そうしますと、お手元にお配りしております

資料１をご覧ください。「島根原子力発電所３号機新規制基準に係る適合性申請に伴

う意見提出の流れについて」説明をいたします。１ページ中ほどから下のところにあ

る表をご覧ください。 

 まず、申請に係る報告後の経過について説明をいたします。先月になりますが、５

月２２日に中国電力株式会社から本市に対しまして、３号機の新規制基準に係る適合

性申請について報告がございました。この報告は、島根原子力発電所に係る出雲市民、

安来市民及び雲南市民の安全確保等に関する協定に基づくものでございました。その

翌日、中国電力株式会社におかれましては、関係自治体向けの説明会を松江市におい

て開催されております。今月に入りまして、６月１日に島根原子力発電所環境安全対

策協議会を開催しております。議題につきましては、本日と重複するところがござい

ますが、３号機の新規制基準に係る適合性申請の概要ということでございました。 

 ６月７日、昨日になりますが、藤河副市長が島根原子力発電所を視察しております。

また、出雲市議会からも６名の議員の皆様が一緒に視察を行われております。そして、

本日６月８日ですが、この会を開催しているところでございます。 

 続きまして、２ページをご覧ください。今後の流れにつきまして説明をいたします。 

 ６月１１日から本市の市議会が開会されることとなっておりまして、同日の全員協

議会のほうで３号機の新規制基準に係る適合性申請につきまして、中国電力株式会社
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から説明を行っていただく予定としております。 

 ６月１８日には中国電力株式会社による住民説明会が出雲市のビッグハート出雲で

開催をされる予定となっております。 

 ６月１９日には市議会の総務委員会と原子力発電・エネルギー政策調査特別委員会

の合同協議会を開催する予定でありまして、そこで市から中国電力と島根県に提出す

るそれぞれの意見の案を説明する予定としております。その後、市議会の全員協議会

においても同様に市からの意見の案を説明する予定としております。 

 以上の手続を踏まえまして、本市から中国電力株式会社と県へ意見等を提出すると

いうことになります。それぞれに対する意見書を提出する時期でございますが、これ

につきましては現時点では未定となっております。市から中国電力と島根県に対しま

しては県からの照会があった後に提出するということになります。 

 それから中国電力株式会社への意見提出ですが、先にも述べましたが協定によるも

のであります。また、島根県への意見の提出につきましては『「島根原子力発電所周

辺地域住民の安全確保等に関する協定」に係る覚書』に基づくものでございます。こ

れらの協定と覚書につきましてはお手元の資料、参考資料１と参考資料２のほうにそ

れぞれ資料３ページ、４ページになりますけれども掲載しておりますので、ご覧いた

だければと思います。 

 以上でございます。 

○野口顧問（座長）  どうもありがとうございました。今後の流れも含めてご説明

いただきました。 

 では続きまして、中国電力から３号機につきまして、資料２を使ってご説明をお願

いいたします。 

○中国電力長谷川島根原子力本部副本部長  中国電力の長谷川でございます。説明

に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 長岡市長を初め、執行部の皆さま、続いてお世話になっております。また、この会
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議の委員の皆さま、今日はご説明の機会を頂戴いたしましてありがとうございます。 

 先ほど来、本市の皆様からご説明がある２件のご説明をいたします。順番が前後い

たしますけれども、まず２号の経緯でございます。既に申請から５年目に入っており

ます。審査会合も９４回を数えてございますけれども、ようやく昨年の暮れ、大きな

ヤマでございますけれども、宍道断層の長さ３９ｋｍで一通りご確認をいただきまし

た。その後、ことしの２月には新しい基準地震動もおおむね了解という運びになって

ございます。私どもこれを契機に３号機の申請をお願いしてございまして、先ほどお

話があったとおり、５月２２日以降、この出雲市さんをはじめ、関係自治体の皆さま

に安全協定の手続をお願いしているところでございます。 

 この３号機でございますけれども、平成１７年１２月に着工しておりまして、福島

の事故の年、本来はその暮れには運転開始を予定してございましたけれども、図らず

もあの事故以後、ほとんどその状態で停止している状況でございます。今般、申請に

当たりまして、発電所構内で進めてございます新しい安全対策、こういったものも折

り込みますので、今日ご説明してまいりたいと思います。また、ご承知のようにこの

３号機は改良型沸騰水型、いわゆるＡＢＷＲでございます。国内先行４基が既に運転

までに至ってございますけれども、そのあたりも含めてしっかりご審議いただければ

と思います。どうかよろしくお願いいたします。 

○中国電力岩崎原子力管理担当部長  中国電力の本社の原子力管理部門の担当部長

をしております岩崎と申します。それでは資料２に基づきまして、説明をさせていた

だきます。 

 まず１ページ目、お願いいたします。ご説明項目ですけれども、発電所の概要、３

号機の必要性、増設の経緯、３号機の設備の概要、そして今般の新規制の申請の概要

ということでご説明いたします。 

 ２ページ目でございます。２ページ目から５ページ目は発電所の概要と顧問の先生

方、ご承知の内容かと思います。 
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 ６ページ目から３号機の必要性についてご説明いたします。７ページ目には要旨を

まとめております。 

 個別に説明してまいりますので、８ページ目をお願いします。まずは国のエネルギ

ー政策における原子力の位置付け等でございます。国におかれましては、「安全性を

前提に、安定供給を第一に経済効率性の向上と同時に環境への適合を図るため、各エ

ネルギー源の特性を踏まえて活用することが重要」とされております。そして、２０

３０年度のエネルギーミックスが策定されておりまして、その中で原子力につきまし

ては「重要なベースロード電源」ということで、比率２０から２２％程度、再エネを

合わせた非化石電源比率を４４％というふうに設定されてございます。また、島根３

号機については既設として取り扱うというようなことも申されております。 

 ９ページ目をお願いいたします。こちらは各エネルギー源の特性について、まとめ

たものでございます。再生可能エネルギー、火力、原子力、それぞれに優れたところ、

劣ったところがございます。原子力につきましては、福島第一原子力発電所事故のよ

うなリスクもございますけれども、安全確保を大前提に重要なベースロード電源であ

るというふうに位置付けられてございます。 

 １０ページ目をお願いいたします。ＣＯ２の削減目標でございます。２０３０年度

のエネルギーミックスを踏まえたＣＯ２の削減目標といたしましては、２０１３年度

比２６％減とされてございます。当社を含む電気事業者につきましては、この目標の

実現によって達成される事業者全体としての削減目標、２０１３年度比マイナス３

５％というものを設定してございます。これを再生可能エネルギー、原子力等の非化

石電源の４４％というところで達成していくということになってございます。 

 １１ページ目をお願いいたします。こうした国の政策の中での当社の電源構成に関

する基本的な考え方でございます。当社といたしましては安全性を大前提に安定供給、

経済性、環境への適合性を同時に達成できるようバランスのとれた電源構成の構築に

取り組んでいく考えでございます。 
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 １２ページをお願いいたします。当社の安定供給についてでございます。震災後、

原子力が停止している中、高経年化した火力の高稼働により供給力を確保している状

況でございます。平成３０年半ばには約半数が運転開始後４０年を超過しているとい

う状況にございます。高経年化しました火力はエネルギーの効率も低い面もございま

すし、トラブルも増加しております。需要に対応していくためには早期に島根２、３

号機の稼働、そして三隅２号機の開発が必要と考えてございます。 

 １３ページには、中国地域の電力の需要見通しを示してございます。民生需要です

とか、人口減、節電、省エネなどの進展の影響はございますけれども、経済成長に伴

う産業需要の増加等によりまして、このような需要見通しを考えてございます。 

 １４ページでございます。こちらは火力設備の経年状況に関するデータでございま

す。平成３５年度時点では、約５０％、約５００万ｋｗが４０年以上の火力発電所の

設備構成になるということでございます。 

 １５ページ目、お願いいたします。火力発電所のほうは原子力と違いまして、主に

事後保全、物が壊れてから補修をしていくというような方法をとってございます。こ

うした中、高経年火力の件数が増加する傾向でございます。 

 続きまして、１６ページ目をお願いいたします。安定供給に続きまして、次は環境

への適合性、ＣＯ２の排出削減でございます。これにつきましては、国としてもそう

ですが、事業者といたしましても避けて通れない課題と認識してございます。当社は、

ＣＯ２の排出原単位の高い水準にございまして、さらなる省エネの導入拡大はもちろ

んですが、原子力の稼働による非化石電源比率の向上を進めていく必要があると認識

してございます。その中でも、発電時にＣＯ２を出さない供給安定性に優れる原子力

の活用が重要であると認識してございます。 

 １７ページをお願いいたします。続きまして、経済性でございます。化石燃料の価

格は大きく変動いたしますので、原子力の活用等により火力への依存度を回避するこ

とで、電気料金の安定化に努めていく必要があると認識してございます。震災以降、
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原子力の稼働が停止する中、この火力の稼働増による電力各社の燃料費増加の合計で

ございますけれども、２０１６年度は約１．３兆円、国民一人当たり１万円の負担と

なってございます。また、累計では１５兆円のコストがかかっているという状況でご

ざいます。 

 １８ページをお願いいたします。こちらは各電源の比較を示したものでございます。

福島第一原子力発電所事故での２０兆円の事故リスク対応費が発生しておりますが、

今後、これについてもふえる可能性もございますけれども、こういうことを含めまし

ても原子力発電というのはある程度、優位性のある電源であると認識してございます。 

 以上、説明してまいりましたけれども、当社の課題であります高経年火力の代替供

給力の確保、電気供給の安定化、ＣＯ２削減、それぞれに対応していくためには、引

き続きもちろん再エネの導入拡大に努めますとともに、２、３号機の稼働によりまし

て、電源構成のバランスを改善していく必要があると認識してございます。 

 続きまして、増設の経緯でございます。 

 ２１ページをお願いいたします。３号機でございますけれども、下に実績を書いて

おりますけれども、平成１２年１０月に原子炉設置変更許可申請を行いまして、平成

１７年の４月に原子炉設置変更許可を取得してございます。当初設計に基づく設備が

完成いたしまして、福島第一原子力発電所事故後の平成２４年には燃料装荷前で必要

な使用前検査も終了している状況でございました。 

 続きまして、２３ページ目をお願いいたします。こちらのほうは工事の行程表をお

示ししてございますけれども、平成２３年４月末時点での総工事の進捗率は約９４％

ということで、その段階ではほとんど現場の工事は完了しているという状況でござい

ました。 

 続きまして、設備の概要についてご説明いたします。こちらにつきましては、顧問

の先生方も十分ご承知の内容かと思います。 

 ２９ページ目をお願いいたします。こちら改良型沸騰水型軽水炉、ＡＢＷＲと呼ん
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でおりますけれども、これの運転・建設状況でございます。ＡＢＷＲを採用すること

で、運転中、建設中ないし計画中のプラントといたしましては、１０基がございます。

東京電力の柏崎刈羽原子力発電所が最初でございまして、これにつきましては１０年

以上の運転経験を有している状況でございます。 

 ３０ページをお願いいたします。こちらのほうはＡＢＷＲの特徴を示してございま

す。ご承知の上かとも思いますけれども、ご説明いたします。大きな特徴といたしま

しては、①から④、原子炉内蔵型再循環ポンプ、改良型制御棒駆動機構、鉄筋コンク

リート製原子炉格納容器、改良型中央制御盤がございます。 

 ３１ページ、まず原子炉内蔵型再循環ポンプでございます。ＢＷＲにおきましては

炉心の流量を調整いたしまして、出力の調整をいたします。そのために従来型のＢＷ

Ｒでは、原子炉内蔵型再循環ポンプというポンプが炉心の外、下のほうにございまし

て、これにより循環をしておりました。それに対して、ＡＢＷＲでは原子炉の中にポ

ンプを入れました。これによりまして、配管破断の可能性がなくなりまして、万一の

事故でも炉心が露出しないため安全性が向上してございます。 

 ３２ページ、改良型制御棒駆動機構でございます。従来型の制御棒は水圧駆動のみ

でございましたけれども、水圧及び電動駆動により駆動源を多様化することにより安

全性の向上を図ってございます。また、制御棒を複数本同時に操作可能となりました

ので、これによりまして起動時間の短縮が図れてございます。ちなみに３号機では制

御棒２０５本ございます。 

 ３３ページをお願いいたします。鉄筋コンクリート製原子炉格納容器でございます。

右のほうに図を描いてございますけれども、鋼製のライナーと厚さ２ｍのコンクリー

トで構成されております。内張りのライナーで漏えいを、外側のコンクリートで強度

を持たせる構造でございます。この採用によりまして、格納庫の寸法がコンパクトに

なり、特に原子炉建物の重心も下がっておりまして、耐震設計上有利となってござい

ます。 
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 ３４ページをお願いいたします。改良型の中央制御盤でございます。右側が改良型

のものでございまして、このように大型表示盤の採用等行うことによりまして、２名

で操作可能な設計としてございます。実際にはしっかりと、２名ということではなく

体制を確保して運転してまいります。 

 以上がＡＢＷＲの特徴でございます。 

 続きまして、５．申請の概要。今回の適合性審査への申請の概要についてご説明い

たします。 

 ３７ページでお示ししてございますけれども、従来の規制基準に対しまして、右側、

事故を起こさないための規制の強化、また事故の進展を防ぐための規制が新たに事業

者の自主から追加されてございます。 

 ３８ページをお願いいたします。新規制基準の概要ですけれども、事故を起こさな

いための対策としまして、第１層から第３層、こちらについて規制を強化されてござ

います。また、事故の進展を防ぐ対策であります第４層につきまして、「冷やす・閉

じ込める」の機能につきまして、新たな規制が追加となってございます。また、事故

の影響を緩和する対策でございます第５層につきましての対応も強化されてございま

す。 

 ３９ページをお願いいたします。適合性申請でございます。３号機のこの度の適合

性申請の内容といたしましては設計基準の対応といたしまして、基準地震動、基準津

波の策定。火災・内部溢水への対応。新しい要求事項に対する逐条評価を実施してご

ざいます。こちらで※マークをつけてございますけれども、発電所共通の項目であり

ます基準地震動、基準津波等につきましては、２号機の審査を経て確定するものでご

ざいまして、このたびの３号機の申請では２号機の既申請と同じとして申請してござ

います。右側は重大事故対応でございます。対応設備の基本設計ですとか、有効性評

価、また規制基準の要求に対する逐条評価などについて申請をしてございます。 

 続きまして、４０ページをお願いいたします。チャンネルボックスの厚肉化と書い
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てございます。こちらは２号機の申請のときにはなかったものでございます。現在、

３号機のほう、チャンネルボックスの板厚は２．５４ｍｍを採用してございます。こ

れにつきまして地震によるチャンネルボックスの揺れを低減し、制御棒の挿入性を向

上させるため、厚肉を１．２倍の３．０５ｍｍに変更することといたしました。 

 続きまして、４１ページでございます。こちらのほうは排気筒の耐震裕度向上でご

ざいます。３号機につきましては、放出する高さは地上５７ｍとしてございます。こ

の排気筒につきまして、右側の写真のように制震装置を設置することにより、地震へ

の制震、耐震性の裕度を向上してございます。右側に書いてございますけれども、こ

れにつきましては平成２６年３月に完了してございます。 

 それ以外の今後の対策ですけれども、進捗状況について情報を補足してございます。 

 ４２ページ、防波壁の設置でございます。敷地への津波の浸水を防ぐため、延長１．

５ｋｍ、海抜１５ｍの防波壁を設置してございます。 

 続きまして、４４ページをお願いいたします。仮に先ほどの防波壁を越えた場合の

ような津波が発生した場合の対応といたしまして、原子炉を冷やすために海水ポンプ

より取水を行っておりますけれども、このような取水設備の周りにつきまして、壁を

新たに設置してございます。 

 ４５ページをお願いいたします。島根原子力発電所では、大山ですとか三瓶山が噴

火することを想定してございます。この場合、３０ｃｍ程度の火山灰が積もるものと

評価してございます。こうした場合でも非常用のディーゼル発電機などのフィルタが

目詰まりしないよう二重化等の対策をとってございます。また、竜巻が発生した場合

に、水源に穴があかないように、ないしは車両等が飛んでいかないように固縛等も実

施する計画でございます。 

 ４６ページでございます。外から水が入ってこないように水密扉を設けてございま

すけれども、またさらに中にあります安全上重要な機器を保護するために溢水対策、

配管等が破れた場合の対策としまして、このような水密扉を建物の内側には３０枚程
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度設置してございます。 

 続きまして、４７ページをお願いいたします。外部電源の強化でございます。もと

もと２２０ｋＶ、５００ｋＶといった電源がございますけれども、右側に示しており

ますような６６ｋＶの受電設備を既に設置してございますけれども、この受電設備か

ら３号機側でも受電できるように設備を設置することとしてございます。 

 続きまして、４８ページでございます。ＡＢＷＲにおきましては、非常用の炉心冷

却系は高圧系を３系統、高圧で原子炉が高い圧力の状態でも注水できるポンプを３系

統用意してございます。この中に示してございます原子炉隔離時冷却系という設備が

ございますけれども、これは福島第一原子力発電所の事故におきましても性能を発揮

した設備でございます。蒸気を動力源といたしまして、常に水を注入している設備で

す。このＲＣＩＣといいますこの設備と同様の設備をＨＰＡＣと呼んでおりますけれ

ども、こういう高圧の設備につきましても、新たに設置することにいたしてございま

す。 

 また４９ページをお願いいたします。残留熱代替除去系という設備につきましても

新たに設置することといたしております。この設備は、原子炉に注水することも可能

でございますし、また原子炉格納容器中の圧力が上昇した場合にこの熱交換器を用い

て冷却してやることにより、圧力上昇することによるベント操作が不要となるような

設備でございます。 

 続きまして、５０ページをお願いいたします。先ほどの設備は常設の設備でござい

ますけれども、それとはまた別に可搬型の大量送水車を配備してございます。これら

の設備は原子炉建物の壁面に接続口を設けておりまして、そういうところに大量送水

車を接続いたしまして、原子炉ですとか格納容器、また仮に原子炉が溶融して溶け落

ちた場合のために、この原子炉容器の下のほうに注水してやるといった設備でござい

ます。 

 ５１ページをお願いいたします。こちらは燃料プールの状態監視の設備でございま
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す。福島第一原子力発電所の事故の際には、実際に水はありましたけれども水位は低

下してないか心配されました。こういうことに対しまして、温度計ですとか水位計で

すとかモニターカメラを新たに設置してございます。 

 続きまして、５２ページ、フィルタベント系でございます。先ほど説明いたしまし

た残留熱代替除去系をもってしても冷却できないといった場合には、格納容器フィル

タベントの操作を行いまして、原子炉の圧力を逃がしてやることになります。その際

に、放出されます放射能の量を少しでも抑えるということで、こちらに書いておりま

すような設備を設けまして、粒子状の放射性物質でしたら１０００分の１、無機よう

素でしたら１００分の１、有機よう素でしたら５０分の１以下にするような設備とし

てございます。 

 続きまして、５３ページでございます。コリウムシールドと申しまして、コリウム

といいますのは、炉心が溶け落ちて、炉心や燃料やその周りの制御棒等が溶け落ちて、

塊となったものでございます。こういうものが原子炉の下に溶け落ちますと、コンク

リートと反応することが心配されます。また、これに対しましては事前に水を張って

コンクリートとの反応を防いでおります。また、この原子炉の下のほうにはドライウ

ェルサンプといいます水槽がございます。こちらがコンクリートの厚さが一番薄いと

ころでございます。こういうところに流入しないようにコリウムシールドという設備

を設置してございます。 

 続きまして、５４ページでございます。福島第一原子力発電所の事故では水素爆発

が発生してしまいました。このようなことが起きぬよう水素濃度を低減させるため、

触媒を用いまして水素を減らす静的触媒式水素処理装置につきましても設置いたしま

す。 

 また５５ページでございます。そのようなことをしましても、仮に福島第一原子力

発電所のような放出があった場合には、左の下にございます放水砲と申しますけれど

も、これで水を吹きかけてやりまして、放射性物質の拡散を抑制してまいります。ま
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た、海への拡散を防ぐために、シルトフェンスというものを導入してございますけれ

ども、このようなもので海洋への拡散を抑制することを考えてございます。 

 ５６ページでございます。水源、水が重要でございますので、こちらに示している

ような水源を確保してございます。 

 そして５７ページでございます。福島第一原子力発電所事故の一番の原因は、電源

喪失したということがございました。これに対応するために右側に書いてございます

ように、ガスタービン発電機を２号機用に１台、３号機用にも１台、そして予備とし

て１台、容量の大変大きなものを設置してございます。この建物は耐震構造でござい

まして、非常にがっちりしました設備でございます。また、こういう設備が使えない

場合によりまして、高圧発電機車も配備しておりまして、こういう設備によりまして

も電源を供給することが可能な設計としてございます。 

 ５８ページでございます。蓄電池につきましては、もともと３，０００Ａｈのもの

がございましたけれども、これによって８時間対応可能でございましたけれども、新

たに３，０００Ａｈのものを３組追加設置いたしまして、２４時間直流電源がなくて

も対応できるようにしてございます。また、高圧発電機車から給電してやることによ

り、これらのバッテリーについても充電できるような設計としてございます。 

 ５９ページ、緊急時対策所の設置でございます。もともと左側の図面の免震重要棟

という設備を既に設置してございました。しかし、この設備につきましては縦方向の

揺れの増幅を考えた場合には若干の亀裂が生じる可能性も否定はできないというとこ

ろでございまして、右側の下にございますけれども、耐震性の高い緊急時対策所を新

たに設置してございます。その詳細につきましては、左の下に書いてございます。も

ともとございました免震重要棟につきましても、十分被ばくを抑えることは可能でご

ざいますので、復旧作業のほうに従事する要員につきましての支援棟として活用して

まいります。 

 最後、６０ページでございます。以上述べてきました設備を考慮しまして、炉心損
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傷などに至る事故シーケンスに基づき評価いたしましたところ、重大事故等のこれら

の対策が炉心損傷防止や格納容器破損防止対策で有効であることを確認してございま

す。 

 また、被ばく評価でございます。炉心損傷防止のための格納容器フィルタベント操

作、まだ炉心は損傷していない状況でございます。こういう場合に放出される希ガス

やヨウ素による被ばく量につきましては、審査ガイドに示されるおおむね５ｍＳｖ以

下に対しまして、０．２７ｍＳｖと低い値であることを確認してございます。 

 また仮に炉心損傷が発生した場合でございます。これにつきましては福島第一原子

力発電所事故のように人がなかなか帰還できないというようなことにならぬように審

査会合におきましては、セシウムの放出量を１００ＴＢｑ以下ということが示されて

ございます。これにつきまして、フィルタベントからの放出量を評価しましたところ、

総放出量は０．０００８ＴＢｑと評価してございます。この点につきまして補足いた

しますと、先行の柏崎刈羽原子力発電所の審査の中では、フィルタベントの放出量と

は別に格納容器から設計同一で漏れ出た場合の被ばく評価についても、最近の審査で

は評価されてございます。このあたりにつきましては最近の審査でもまた議論が進ん

でいるところでございますので、建物外への漏えい等によるセシウムの放出量につき

ましては、審査中の２号機の結果を踏まえて、別途評価する考えでございます。 

 以降は、基準地震動策定に関する情報でございますけれども、これにつきましては

また別途ご説明をさせていただきます。 

 適合性申請につきましては、以上でございます。 

○野口顧問（座長）  はい、ありがとうございました。 

 先ほど出雲市のほうから議論をまとめるということになっているというご説明もご

ざいましたので、我々の話も出雲市の意見をまとめる際に、必要な助言や質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 それでは顧問の皆様方、今の説明に対してご質問がある方はよろしくお願いします。



－16－ 

どなたからでも。どうぞ。 

○橋本顧問  橋本でございます。福島のことを考えると、致命的になったのは電源

喪失でしたね。なので、いろんな電源についても強化とか、多様性を持たせるという

のはいいと思うんですが、当然、従前の非常用のディーゼル発電機、これはそれ以外

には使わないほうがいいんですよね。そのディーゼル発電機、ＤＧについてはそのま

ま使って、それに対して機能強化するためにガスタービン発電機を設置するという考

えでいいでしょうか。 

○中国電力岩崎原子力管理担当部長  もともと設置基準対応といたしまして、３号

機ですと３系統の非常用ディーゼル発電機を設置してございます。こちらのほうにつ

きましてもしっかり管理していくとともに、それとは別に第３層の対応ということで

ございまして、それを越える部分としまして、先ほどご説明いたしましたような電源

のほうを用意するようにいたしてございます。 

○橋本顧問  それが福島の場合はかなり設置が古いので、ああいう例えば、海岸か

らの位置とか、それから設置位置の建屋とかですね。ああいうふうに当然なって、そ

れもかなり今回の、当時の事故につながったと思うんですが、当然のことながら設置

がとても新しいので、かなり高所にあって水密性ががっちり確保された場所にＤＧが

設置されていると考えてよろしいんですね。 

○中国電力岩崎原子力管理担当部長  ３号機の非常用ディーゼル発電機でございま

すけれども、地上１階に設置してございます。ですから３号地の敷地面が８．５メー

トルございますから、そのレベルよりも少し高いところに設置してございます。また、

仮に先ほどご説明いたしました防波壁を越えて波が来る可能性はあるということもご

ざいますので、非常用ディーゼル発電機に必要な空気の取り込み口については、より

高い位置から吸い込めるように改造も実施してございます。 

○橋本顧問  設置は原子炉建屋の１階でということでございますね。 

 それから福島第一原子力発電所の事故は確かにＤＧ自体が直接やられたということ
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と、それから母線とか盤ですね。結局使いものにならなかったというふうなので、そ

の電源だけじゃなくて、その母線の通るところとか、いろんな線の制御盤とか、そう

いうところにまで目を配らないといけないというのが一つの教訓だったと思うんです

が、そういう電源の附帯設備なんかも当然、考慮されているわけですね。 

○中国電力岩崎原子力管理担当部長  はい、おっしゃるとおりでございまして、福

島第一原子力発電所の事故では非常用ディーゼル発電機だけではなくて電源盤が水に

浸かったということでなかなか手の打ちように苦労したということがございました。

そうした中で、このたびの３号機でつけます非常用ディーゼル発電機ですとか、シビ

アアクシデント対応の設備につきましては、別途専用のＳＡ電源盤というところを設

けまして、既存の設計基準の設備とは別に電源のルートを構築してございます。 

○橋本顧問  結構なことだと思います。 

○野口顧問（座長）  いかがですか。 

 はい、香川顧問お願いします。 

○香川顧問  鳥取大の香川です。地球科学，地震動が専門なので、ちょっとマニア

ックな話になるんですけども、３９ページのところで、今回３号機の適合性申請につ

きまして、基準地震動に関しては２号機の既にされている内容と同じということでし

た。これはこれでいいのですか。というのは、少ないながら距離が離れていて許可条

件が変わってくる可能性がありますし、なおかつ中に入っている機器の振動特性とか、

そのあたりも変わってきますので、同じ応答スペクトルを設けるようなので、そのま

ま対処としていいのかということについて、どの程度ご確認されているのかお聞かせ

いただきたいです。 

○中国電力秋山耐震建築マネージャー  耐震建築グループのマネージャーをしてお

ります秋山と申します。先ほどの質問ですけれども、基準地震動を設定しております

のは島根原子力発電所に共通のものとして考えております。これはサイトの地下構造、

２号機のエリアはここ、３号機のエリアはここで、サイトの地下構造の調査をしまし
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て、それぞれ地盤のモデルを作成しております。その２号機の地下の地盤モデルと３

号機の地盤モデルの特性を考慮して、３号機のエリアの増幅特性の方が大きいという

ことで、安全側と判断しまして、３号機の増幅特性を今の基準地震動に使っています。

この後、３号機の設計に関しましては、その基準地震動を定義しております解放基盤

表面から３号機の建物への入力地震動として地盤条件を反映しています。 

○香川顧問  ただし、この後、４０ページ、４１ページとか新しいチャンネルボッ

クスの肉厚を厚くしたりとか、排気筒に制震装置を入れたりとか、これでこれまでと

は従来と違った振動特性をもった機器に変わってきますので、そうしますと、例えば

基準地震動の応答スペクトル、周期帯が２号機で集中的に検討すべきところと３号機

のところで変わってくる可能性がありますけれども、そのあたり、振動数の中に入っ

てくる機器まで含めた振動特性に関して、何かご検討をされておられないでしょうか。 

○中国電力岩崎原子力管理担当部長  岩崎でございます。若干補足させていただき

ますと、基準地震動というのは先ほど申しました解放基盤表面のところでの波でござ

います。この波が入力となりまして、建物の揺れの評価をいたします。２号機につい

ては、その基準地震動をもとに評価いたしますけれども、当然ながら３号機につきま

してもこの基準地震動によって建物がどういうふうに揺れるのか、またその揺れによ

ってこの３号機の中の設備がどういうふうな挙動を示すのか、基準を満足するような

ことにつきましては、当然３号機につきましても評価を実施いたします。その入力と

なります、基準地震動については、その部分のみは同じだということで記載してござ

います。 

○香川顧問  趣旨は了解しているつもりですけれども、要は最終的な設計にかかわ

る周期帯が両方の基準地震動を同じとすることで、きっちり担保されているのか。つ

まり、今の基準地震動がある特定の周期帯では小さいとかいうことがあるとすれば、

そこに３号機の特性が入ってくると問題が生じるのではないかというところを、詳細

にチェックした上で、本来であればどういうものをつくるかという周期特性まで考え
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た上で基準地震動にフィードバックする必要があると思うんですけれども、そこらあ

たりの検討がどれぐらい進んでおられるのかということがちょっと聞きたかったんで

すけど。 

○中国電力秋山耐震建築マネージャー  ３号機の詳細設計につきましては、もちろ

んこれから基準地震動を使いまして、建物への入力地震動を評価した上で、各フロア

の床応答を出して機器等を設計していくというステップが今度出てくると考えていま

す。それがありまして、今の基準地震動に対して、３号機、その建物の特性を評価し

た応答に対して、設計を今後していくということになると考えております。 

○野口顧問（座長）  いかがでしょうか。よろしいですか。 

○橋本顧問  チャンネルボックス肉厚化って、実は私は初めてお聞きしたんですが、

これは中国電力さんが初めて採用されたんですか。それとも従前のＡＢＷＲで使って

いたんですか。 

○中国電力岩崎原子力管理担当部長  はい、岩崎でございます。チャンネルボック

スの厚さでございますけれども、当社の先例となりましたＡＢＷＲの柏崎刈羽原子力

発電所６，７号機では２．５４ｍｍというのを採用してございます。当社につきまし

ても、そういうやり方の中で２．５４ｍｍというものを採用してございます。中部電

力の浜岡原子力発電所におきましては、もともとのそこの判断はわかりませんけども

３．０５ｍｍということで採用されてございます。そうしたことですので、チャンネ

ルボックスの厚さが増えますことで水の割合、原子炉の中の水の割合、また蒸気、と

いったようなところも若干変わってはきますけれども、既に先行であります浜岡原子

力発電所５号機のほうで１２０milの炉心についても評価してございますので、この

１２０milという厚さは実績のある寸法でございます。 

○橋本顧問  私がお聞きしたかったのは、わずか０．５ｍｍを厚くすることによっ

て、耐震性能が厚くなるものか、震度動向ですね。それが向上するという説明をされ

たので、逆に言えば従来０．５ｍｍ薄いやつだとよろしくないんですかねって、勘ぐ
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る人もありますよね。そういうことで言えば、ないということなんですね。 

○中国電力岩崎原子力管理担当部長  制御棒の挿入性につきましては、実際の正弦

波で加振試験を実施いたしまして、どのぐらいの変位量が発生し、そして実際の挿入

時間がどのぐらいになるかということを試験してございます。そうした中で、過去の

実績では４０ｍｍ程度の変位量であれば、制御棒の挿入性は確保されるというところ

を確認してございました。それに対しまして、基準地震動が変わりまして、そういう

条件であると、必ずしも担保できるかわからないというところがございまして、その

板厚を２割増します。板厚が２割ふえますと、変位量は２割減ります。そうした中で、

新しい基準地震動についても制御棒の挿入性が担保できると考えてございます。 

○橋本顧問  私がお聞きしたかったのは、今回、基準地震動が決まって、それをも

とにして建屋、それからいろんな重要機器にレスポンスを求めてそれが裕度によって、

満たすかどうかということでございますね。それを０．５ｍｍ増すのは別にそれをク

リアするためではなくて、いろんな他の施設で行われているような裕度を高める方向

性のことを採用したというわけですね。 

 それから加振応答を検討されたということは、実機サイズのものを乗せて揺らした

と言うことですね。坂出とかにありましたね。今はもうないですよね。 

○中国電力岩崎原子力管理担当部長  場所のほうは承知してございませんけれども、

実際に実機スケールの実機内で実物を用いた試験は実施してございます。また、制御

棒の厚肉につきましては、もう既に宍道断層も長くなっていくという中で、基準地震

動が大きくなる可能性あると。そうした中で、今の厚さではなかなか厳しいかもしれ

ないということで採用を判断しまして、その後その解析等もございます。 

○橋本顧問  わかりました。先ほど先生から質問が出ていた、いろんな機器の耐震

評価というのは基準が決まったので、それを入力してこれからいろいろ建屋とか、そ

れから機器とか、機器の干渉性能を考慮して進めていくということでございますね。

そんなふうに考えたらよろしいわけですね。 
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○中国電力岩崎原子力管理担当部長  先生がおっしゃるように新しい基準地震動に

耐えうるか考慮し設定してまいります。ただし、各種工事についても着手のところも

ございます。これにつきましては、ある程度、基準地震動が大きくなるというところ

を設定しまして先行して工事に入っているものがございます。 

○橋本顧問  評価をするのはあって、それは確認作業はこれから行っていくだろう

けど、電力側としてはそれはクリアするだろうという目論見はあるというわけですね。

はい、結構です。 

○野口顧問  よろしいですか。 

 では私のほうから意見を申し上げます。先ほどはご説明ありがとうございました。 

 我々、顧問としては、ご説明いただいたこの資料をもとに状況を踏まえていくこと

になりますけれども、例えば、６０ページですけど、最初の３行で「格納容器破損防

止対策として有効であることを確認した」と書いてありますけど、この「有効である

ことを確認した」というのは何をどういうふうに確認しておられるのですか。 

○中国電力岩崎原子力管理担当部長  この評価につきましては、新規制ガイドにや

り方が決められてございまして、運転中、原子炉における重大事故の恐れがある事項

としまして、例えば、高圧の注水機能、また低圧の注水機能が喪失するという現象で

ございますとか、高圧注水機能が喪失し、その後、低圧機能が喪失する等々の評価す

べき事象が決められてございまして、それらの事象につきまして、炉心損傷に至らな

いこと、また格納容器の損傷に至らないことなどについて評価してございます。また、

これらの考慮すべき事故シーケンスがそれでよいかということにつきましては、確率

論的な安全評価、そして地震のＰＲＡといいますけど、地震ＰＲＡ、津波ＰＲＡ等も

考慮しまして、そうした評価の中から考慮すべき事故シーケンスというのが決定して

いくという流れでございます。 

○野口顧問（座長）  はい。こういう報告書で何を我々は受け取って、何をどう評

価するかということは、大事なのですが、今のお話だと新規制基準で要求してあるこ
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とに関して、その基準に決められているモデルに対して計算した結果、十分であった

という報告ですね。ただし、事故シーケンスに対してはＰＲＡ等を使ってやりました

ということですね。そうすると、このＰＲＡの妥当性に関する説明がないと、実は

我々としては評価できません。そこの細かい話は規制委員会で今後審査していくんだ

と思いますけど、一番心配をしているのは、ある種のモデルで計算した結果が一定の

値を得たということと、格納容器防止対策としての有効であると確認したというのは、

意味が違うことです。そこのところはきちんと見ておかないといけないので、先ほど

言ったように実機で評価をしましたとか、一体どれだけのものに対して、シーケンス

に対してきちんと評価をしたかということによって、評価の前提も異なり、そこを確

認させていただきたかったということです。これが一つ目。 

 二つ目は、今回２０にわたる安全対策のご説明をいただいて、これほどのいろんな

ことに関して、安全性の向上に努めてらっしゃるということは理解します。ただ、こ

ういう資料の示し方でありますと、２０ページと言う分量があるからいいでしょうっ

て、はい、そうですかというわけにはいきません。我々としてわからないのは、この

３号機に関して、どういう問題点ということがあって、それに対して、その対策はで

きているとか、課題は全部潰しましたというような課題に対する対応の十分性がわか

らないですね。全て説明をされなくても、専門家がそろっていますから、それぞれの

対応に関して、これだなというところは想像がつきますけど、資料として説明される

ときには、そこに留意していただきたい。そこのところをきちんと整理をしていただ

きたいということはお願いしときます。 

 それから今回は、安全性を中心の話ですので、そういうことを中心に議論していま

すが、最初にもう少し時間をとってご説明いただいた必要性というところの資料構成

ですと火力に頼っていてはいけないという状況はよくわかりました。火力の代替が実

は原子力と再エネのバランスの中で、原子力がこうであるという説明資料にはなって

ないんですね。ただ、ここに書いてあるのは「このまま火力依存ではいけません」と
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書いてありまして、それで中国電力としては３号機を増設するというバランスの中で

やっていきたいというご説明だけで、じゃあその対応が唯一解かという説明には実は

なってないし、最善かという説明にも恐らくなってないと思います。ただ、今回は安

全性の話が中心ですので議論の中心ではありませんが、ここも説明の仕方として、再

エネと原子力の関係でなぜこういうバランスを選択されたのかということはちゃんと

ご説明されたほうがいいかと思います。 

 それから今後のこともありますので、もう一回繰り返して申し上げると、安全性を

強化したときには、強化したことによる効果ということを中心にご説明なさいますが、

前もどこかで申し上げたと思いますが、新たな対策は別のリスクを引き起こします。

例えば、フィルタベント系というのはある事故に対して、大変有効だと私は思ってい

ますが、ただ、別の面からすると配管系が長くなって引き回しているということにな

りますので、それに対して当然増えるリスクもあります。やっぱりこういう新しい対

策に関しては減少するリスクと増加するリスクをちゃんと踏まえた上で、ご説明をお

願いできれば、より市民の方にとっては安全に対するご理解も増えるかなというふう

に思います。ただ、今回の説明で、全体的には安全に関する強化をされているという

ことは理解できます。 

 私からは以上ですけど、顧問の先生方で何か追記することはございますか、よろし

いですか。 

 では市のほうから顧問に関して何かご質問がございますか。また、中国電力さん、

直接でも結構です。 

○長岡市長  顧問の先生というより、中国電力です。これまで安対協とか議会等へ

の報告が何回かありますね。一つやっぱり感じるのは必要性というところの、皆が納

得するような、いろいろなデータ、資料がありますけど、先ほどご指摘のようにどう

かなという気はしましたし、もう一カ所気になったのは、２号機、３号機、今日は両

方の説明がありますが、実は１号機の廃炉する予定の、この進捗状況というか燃料棒
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を搬出する話等は聞いておりますが、我々にとって島根原発と言えば、１、２、３号

機がセットだと、かつてこの会議でも１号機の燃料棒を２号機のプールに移して、効

率的に実施にみたいな話もありましたが、少なくとも挨拶の中かどこかに１号機のこ

とにも少し触れてもらったほうがよかったかと。 

 それとこの前、ちょっと私も言いましたけど、３４ページの制御室の運転操作性が

向上したと、それから大型表示盤が採用されて、要は少人数で済むようになったとい

う話を前にやっている。その文言はちょっと消えているようですけれども、少なくと

も二人で操作ができるというところは、逆に我々にとっては不安な気はします。その

ヒューマンエラー防止のために配慮したというお話がどういうふうになるかなという

のがいまだに私自身はすっきりしないところがあります。 

○中国電力長谷川島根原子力本部副本部長  先ほどの野口顧問の総括的なご質問と

ただいまの市長のご意見、ご質問を含めて、十分なご回答はできませんけれども、と

りあえずお答えさせていただきたいと思います。 

 確かに、今日の資料、実はいろんな場面で使っておりまして、正直に言って専門の

顧問の先生方に対しては十分なものではないと、まず大変失礼なことをしておりまし

て、ここにお詫びを申し上げたいと思います。実は、今回まだ準備しておりませんけ

れども、別の機会ではまた申請書をまた他に出るとか、あるいは申請というようにや

はり必要なところはしっかりと、またご意見いただけるような対応をしてまいりたい

と思っております。 

 また、この野口顧問からも市長からもございました必要性でございますけれども、

先般来、出雲市に限らずあちらこちらで説明をする中で、やはり同じようなご意見を

頂戴してございます。ちょっと今後の説明には工夫をしたいと思いますけれども、ま

ず何より我々はなかなか原子力事業者としての立場のご説明もございますけれども、

引き続き国策の中の廃炉というような位置づけもございます。やはり１９ページ目あ

たりのこの今回の比率の見直しの中でも、２０３０年の見直しですね。この四つの電
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源構成、もちろん石油も入っておりますけれども、ほぼこの島根の２、３号機、ある

いは三隅も入ってまいりますと、これに準じた形で当社の電源構成になるのではない

かと。当然、国の目標に我々も事業者として、それを構築していく必要がございます

けれども、図らずもほぼ同じような電源構成になっていくのではないかというのが一

つの大きな考え方でございます。 

 そして廃炉についても、確かにこれから出雲の市民の皆さんにもご説明いたします

けれども、どういう形で触れるかは別にしまして、非常に関心というかご不安をいた

だいておりますので、何かしらご説明をしたいと思います。ただ、この場で少し補足

いたしますと、やっとまだ使っておりません燃料が新品の状態で、これのクリーニン

グが終わりましたので、少し使用済燃料プールに沈めていた関係上、若干汚染がござ

いました。これはきれいになりました。今年の夏ごろには二つのメーカの工場へ送り

返して、実はここぐらいでございまして、あとは先々の解体に向けての今、基礎的な

調査をしておりまして、こんなところをご説明してまいりたいと思います。 

 そして最後の中央制御室の、逆に確かに人が減るということは余り言うつもりはな

いのですけれども、やはり最先端の技術を使いますと、効率化という形でもちろん運

転操作そのものに係るマンパワーは減ってまいります。私ども、今はっきり３号機の

運転員を何人にするかは決めてございませんけれども、今、会社の思いとしてはほぼ

１、２号機と同じぐらいの要員を張りつけたいと思っております。そうすると、その

余力がさらなる安全性のほうへ、こう言いますと、既設が今度は危ないんじゃないか

という、ちょっと痛しかゆしですけれども、そういう余力もやっぱり発電所全体の中

でしっかりと使うことによって、２号機、３号機ともに安全性を上げていくというよ

うなことができればなというふうに考えております。決して、省力化だから危険性が

増すというようなものではなくて、もう絶対的にはやはり非常に操作がしやすくなる

というのは間違いございませんので、安全性は向上しているかと思います。 

○野口顧問（座長）  どうもありがとうございました。 
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 限られた時間でもありますし、全ての議論がこの時間でできるわけでもありません

ので、先ほど申し上げたようにそれぞれの発電システムにはそれぞれの長所と課題が

あります。中国電力さんに関しては、安定供給ということを念頭に置いて、どういう

バランスで、どういう特徴を持ってということをきちんとこれからもご説明いただけ

れば幸いだと思います。 

 あと１号機、２号機、３号機という三つ合わせた中での、それぞれの関係も本来は

これから議論が入っていくと思いますが、今日はとりあえず３号機の新設ということ

のご説明をいただいたということで、この議題はこれまでにしたいと思います。 

 それでは続きまして、２号機に関しまして、資料３を使ってご説明をお願いします。 

○中国電力黒岡電源土木担当部長  失礼します。電源事業本部の電源土木の担当部

長をしております黒岡と申します。よろしくお願いします。 

 資料３のシリーズについて、ご説明させていただきます。２号機の新規制基準への

適合性審査の状況ということでございます。まず資料３でございます。 

 １枚めくっていただきまして、審議の全体像でございますけれども、平成２５年１

２月に２号機の適合性確認を申請しておりますけれども、審査される分野は地震・地

盤・津波、それからプラントの大きく二つに分かれております。このたび、この最初

の地震・地盤・津波のうち、基準地震動の審査のほうがおおむね終了いたしましたの

で、ここでご説明させていただきます。 

 ３ページ目をご覧ください。これまでに先ほどの地震、それからプラント全て合わ

せまして、９４回の審査会合が開催されておりますけれども、その中で繰り返しにな

りますけれども、この表の地震の欄にあります基準地震動というところの審査がほぼ

終了したということでございます。この中身につきまして次の資料以降でご説明させ

ていただきます。 

 まず３－１の資料でございますけれども、これが敷地周辺陸域の活断層評価という

ことで、基準地震動策定にかかわる断層の長さを決めた資料でございます。 
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 敷地からほぼ２ｋｍ南にあります宍道断層についての評価でございます。この評価

を行いましたのは、この下のページ、３８ページと書いております。最初に申し上げ

るべきでしたけれども、この資料につきましては審査会合での資料の抜粋でございま

すので、当時の審査会合の資料のページを入れさせていただいています。 

 ３８ページをご覧いただきますと、中国地域の長期評価でございます。これが平成

２８年の７月に国のほうから宍道断層の長さについて評価されたものがございます。

そこでこの絵にありますような青い「Ｐ１」と書いてあるここに活断層の可能性のあ

る構造があるとの発表がございました。それに基づきまして、国のほうから再度、こ

のＰ１の断層の形状について説明するようにという指示がございまして、このたび検

討したものでございます。 

 次のページをご覧ください。１１９ページ、これが先ほどのＰ１となる宍道断層の

東側に位置します各地点での評価結果でございます。評価に当たりましては、文献調

査、それから現地での地質調査を全て行いまして、説明したものでございます。 

 その結果を書いておりますけれども、１２０ページをご覧いただきたいと思います。

従来の評価長さ、約２５ｋｍということで西は女島というところ、それから東側につ

きましては下宇部尾東というふうに評価いたしておりました。このたび、先ほど申し

上げたようにこの２５ｋｍの東側に赤色で楕円を書いておりますけれども、この部分

がこのたびの長期評価で活断層の可能性のある構造であるとされているところでござ

います。この丸をつけた地点で再度調査を行いました。その結果でございますけれど

も、この絵で一部黄色い丸をつけておりますけれども、追加調査の結果「上載地層

（後期更新世の地層）がないため、最新活動時期の確定には至っていない」というこ

とで、完全に否定するような根拠、データが出なかったということでございますので、

これを東側に伸ばしまして、東端を美保関町東方沖合まで伸ばし約３９ｋｍと評価長

さを変更いたしております。 

 そうしたところ、次に２０３ページでございますけれども、東に位置します鳥取沖
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断層との関係性について確認するようにというご指摘がございました。まず２０３ペ

ージで鳥取沖の断層評価についてご説明させていただきますと、当社といたしまして

は、鳥取の東部断層約５０ｋｍ、それから西部断層約４０ｋｍ、離隔８ｋｍ、これら

を全て包括しまして、約９８ｋｍというふうに評価いたしております。 

 この鳥取沖の断層と宍道断層の間の評価を次のページからご説明させていただきま

す。２３１ページに重力異常に関する検討でございます。宍道断層と鳥取沖西部断層

の間の美保関町東方沖合、色がちょっと白っぽい色になっております。両側はオレン

ジであるとか濃い緑でありますけれども、白くなっているということで明瞭な重力異

常が認められないという結果でございます。 

 次の２４９ページ、２５５ページでございます。まず２５５ページでございますけ

れども、この鳥取沖の断層、それから宍道断層の間でございますけれども、複数の音

源、それから複数の測線で音波探査を行いました。その結果、「後期更新世以降の断

層活動は認められない」という結論を得ております。一例といたしまして、その２４

９ページが音波探査の結果でございます。 

 次、２６３ページでございますけれども、これが地質構造に関する検討でございま

す。鳥取沖の西部断層、それから宍道断層の間におきましては、この赤い濃い色の部

分がありまして、これが非常に古い岩盤でございます。この高まりがございまして、

これを横断するような断層は確認されないということから、この間には、活動性を有

する連動性のある断層はないというふうに考えております。 

 ２７０ページがそれらをまとめたものでございまして、先ほどもご説明しました三

つの観点で連動性を否定しております。重力異常、断層活動性、詳細地質構造という

ことでございます。 

 次は、２７２ページでございます。ちょっと文章だけですけれども、これが先ほど

から申し上げております宍道断層、それから鳥取沖の断層の連動評価のまとめでござ

います。一番下にありますように宍道断層と鳥取沖西部断層は連動しないものと考え



－29－ 

られるということで、最終的に結論といたしましては、宍道断層の長さ約３９ｋｍと

評価しまして、この評価については妥当なものとされております。 

 活断層の評価のご説明は以上でございます。 

○中国電力秋山耐震建築マネージャー  引き続きまして、資料３－２以降につきま

して、基準地震動Ｓｓの策定についてご説明させていただきます。資料は三つに分か

れていますが、資料３－２のほうは、国の審査基準、また審査概要に基づく基準地震

動Ｓｓの策定フローの概要をまとめているというものです。３－３につきましては、

島根サイトでの具体的な評価内容。３－４で基準地震動Ｓｓについてご説明いたしま

す。 

 まず資料３－２でございますが、これは１ページご覧いただきたいと思いますが、

基準地震動Ｓｓの策定フローというものを記載しております。まず、左側に記載して

ございます敷地ごとに震源を特定して策定する地震動、これについて評価をいたしま

す。これは図に描いてございますように、敷地周辺の活断層、また地震の発生状況か

ら検討用地震というものを選定いたします。島根でいうと、後ほどご説明いたします

が宍道断層といったものです。これに対して、不確かさの考慮、あるいは地震動評価

に当たっての地下構造、こういったものを評価いたしまして、地震動評価を行います。

地震動評価に当たっては、断層モデル・応答スペクトルの手法、双方で評価を行いま

す。これについては後程ご説明をいたします。 

 もう一方、震源を特定せず策定する地震動ということで、これは平成２６年に国の

ほうの審議を受けているものですけれども、全ての原子力サイトにおいて共通的に考

慮すべき地震動として評価するものでございます。これは島根でいいますと、２００

０年鳥取県西部地震のものを考えております。活断層が認められないような場所で発

生した地震です。こういったものをご覧いただければと思います。 

 この両方の地震動をもちまして、基準地震動Ｓｓを策定するというのが大きな流れ

になっております。 
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 １枚めくっていただきまして、地震動評価を行うに当たって、地震動評価手法とい

うものがありますが、その一つとして、断層モデルを用いた手法というのがございま

す。これは断層を面として捉えるということで、この下に描いてある図の左側「震源

特性」と書いてあるところですが、このように断層の形状、あるいは断層がどこから

壊れて、どのように破壊が伝わっていくか、こういったことをさまざまな断層パラメ

ータというのですが、パラメータを設定いたしまして、敷地での地震動を評価する手

法といったものを使っております。 

 もう一つ、３ページでございますけれども、応答スペクトルに基づく手法、地震動

評価手法というものがございます。これは地震の規模、マグニチュードと例えば、震

源距離というようにより少ないパラメータによって、敷地での地震動を評価する手法

ということで、経験的手法というものです。この経験的手法というものですが、４ペ

ージに参考としていますが、ちょっとわかりにくい図ですけれども、これは左側の図

で過去にいろいろなところで発生した地震群を丸で表しています。こういったように

過去で発生した地震、またその地震のいろいろなところで取れた記録というものを集

めまして、それらを回帰分析することによって距離減衰式というものを作成する。こ

のようにして作成した式で規模と距離といった、少ないパラメータで地震動を評価す

る手法というものがございます。 

 これらの手法を使いまして、島根において地震動評価を行ったのが３－３の資料に

なります。３－３の資料でございますけれども、ページが飛んでいるのですが、まず

１０ページを見ていただきたいと思います。敷地内周辺を特定して策定する地震動を

評価するに当たりまして、敷地周辺の地震の発生状況といったものを調査いたします。

図に描いてございますように、敷地周辺で発生したこれまでの地震というものとして

は、２０００年鳥取県西部地震、これがマグニチュード７．３、あるいは８８０年出

雲の地震、これがマグニチュード７．０といったものが起こっています。これよりも

大きい、マグニチュード８クラスの地震は過去には発生していないという状況でござ
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います。 

 一枚めくっていただきまして、１９ページでございますけれども、こちらは敷地周

辺の活断層の分布状況ということでございます。調査により評価しました活断層とい

うものを図の分布図として示しております。これを一覧表にまとめたものがその横に

書いてある表でございますけれども、宍道断層をはじめ、陸域海域に幾つか活断層が

ございまして、それらの断層の長さと敷地からの距離というものをまとめてございま

す。 

 これらの敷地周辺の地震発生状況、また活断層の分布状況ということを踏まえまし

て、検討用地震というものを選定いたします。これが３８ページに記載してございま

す。まず検討用地震を選定するに当たりましては、宍道断層につきましては特に敷地

に近いということがございまして、まずは影響が最も大きいだろうと考えられるため、

宍道断層については検討用地震として選定をいたします。それ以外のものについて、

敷地に及ぼす影響というものを比較したのが右下のグラフになります。これが先ほど

もご説明いたしましたマグニチュードと敷地からの距離とで地震動の揺れを評価する

手法で、それぞれの活断層、あるいは過去の地震に対して敷地への影響を比較したも

のです。このグラフを見ますと、図が小さいですけれども緑の実線で描いてある海域

のＦ－Ⅲ、Ｆ－Ⅳ、Ｆ－Ⅴ断層、これが最も大きいという結果になっております。 

 以上のことから島根サイトでの検討用地震としては宍道断層、さらにそれに加えて 

Ｆ－Ⅲ、Ｆ－Ⅳ、Ｆ－Ⅴ断層による地震を選定いたしました。 

 続いて、５８ページ以降でそれらの地震について詳細に地震動評価をしています。

まず５８ページでございますけれども、これは宍道断層による地震の地震動評価、宍

道断層を地震動評価するためのモデルとして断層の線を引いているものです。西側が

女島から古浦、下宇部尾東を通りまして、美保関町東方沖合いまでの３９ｋｍとして

モデル化をいたしております。モデル化に当たりましては、調査結果を踏まえまして、

変位地形・リニアメントよりも敷地に近くなるようモデル上の線は引いて評価すると
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いう方針にしております。 

 ８５ページですけれども、地震動評価をするに当たって、さまざまな地震動評価ケ

ースというものを考えます。まず８５ページの表に書いてある一番上、①の基本震源

モデルというものがありますが、それぞれ主要な断層パラメータというものを表にま

とめてございます。断層長さであったり、幅、あるいは傾斜角といったものです。こ

れらをまず基本的な調査結果等から設定をしたモデルというものを基本震源モデルと

して位置づけてございます。それに対して、各断層パラメータについて不確かさを考

慮いたします。この黄色で塗りつぶしている箇所というのが不確かさを考慮したパラ

メータということで、例えば、③であれば断層傾斜角を９０度から７０度にしている。

④であれば、破壊の伝わる速度というのを若干速くしているケースというように不確

かさを考慮しています。また、宍道断層につきましては敷地に近いということがござ

いまして、こういった不確かさを組み合わせたケースというものも考慮してございま

す。それが⑨、⑩、⑪ということでございます。 

 めくっていただきまして、８６ページに地震動評価をするに当たっての断層面を図

にあらわしたものを記載してございます。ここで宍道断層の断層面を、９０度であれ

ば地面に対して直角に断層面があるわけですけれども、それを水平面上に展開して描

いた図になってございます。ここで黄色く塗りつぶしている箇所、これにつきまして

はアスペリティといいまして、強い地震動を放射するエリアというふうに考えていた

だければと思います。これについても調査結果をもとにさらに敷地に対して近くなる

ような位置にもっていきます。また、どこから破壊が始まるのかという破壊開始点と

いうものが星印で書いてございます。上のケースであれば、１番、２番というのが黄

色いアスペリティの端部に設定してございます。下のケースであれば、断層下部に幾

つかさらに追加して設定しております。 

 このように設定した各評価ケースに対して、地震動評価をした結果というものが１

１６ページでございます。これは各不確かさケース全て、また破壊開始点を複数全て
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を全て重ね書きして記載したものでございまして、ピンクで描いているのが断層モデ

ルを用いた手法。水色で描いているのが応答スペクトルに基づく手法として評価した

結果です。応答スペクトルに基づく手法については、宍道断層に適用した式について

は、鉛直方向の評価ができませんので、水平の方向のみとなっております。 

 引き続きまして、１１８ページですけれども、流れとしては宍道断層と同様でござ

います。１１８ページの調査結果を踏まえて断層モデル、評価上のモデルの線はどこ

にひくか、基本的には敷地に対して安全側になるように直線でモデル化をするという

考え方は一緒です。 

 １２６ページ、これにつきましては断層面を記載してございます。これもアスペリ

ティについては敷地に近くなるようにという考えのもとに基本のモデルを設定してご

ざいます。 

 １３４ページですけれども、これは不確かさを考慮するケースを含めた全評価ケー

スでございます。宍道断層は特に敷地に近いということがありまして、不確かさを組

み合わせた評価をしてございましたが、海域の断層についてはそれぞれ個別に不確か

さを考慮するという設定としてございます。 

 １６４ページがその地震動評価結果というのを表示してございます。 

 続きまして、資料３－４でこの地震動評価結果を踏まえて、基準地震動をどのよう

に設定したかについてご説明いたします。 

 まず資料３－４の９ページでございますけれども、基準地震動につきましては、こ

この９ページにありますように応答スペクトル手法による基準地震動というもの。ま

た、これ以降に出てきますが、断層モデル手法による基準地震動というものも考慮す

るように基準には記載があります。 

 まず応答スペクトル手法による基準地震動でございますけれども、先ほど資料３－

３で地震動評価を行いましたが、そのうちの応答スペクトル手法による地震動評価結

果、これを下回らないように設定したのがこの図でいう黒い線で描いています基準地
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震動Ｓｓ－Ｄというものでございます。まず応答スペクトル手法による基準地震動と

してこのＳｓ－Ｄを水平方向のものとして設定いたしました。また黄色の括弧書きの

中ほどに書いてございますけれども、図には表しておりませんが、このＳｓ－Ｄとい

うのは断層モデル手法による地震動評価結果、これを全て包絡させて設定してござい

ます。 

 ２３ページでございますけれども、断層モデル手法による基準地震動でございます。

これにつきましてですけれども、まず先ほど設定した基準地震動Ｓｓ－Ｄというもの

は断層モデルの評価結果を全て包絡していると申しましたけれども、この図を見てい

ただきますとカラーで色がついている線というのが断層モデル手法による評価結果を

大きくピックアップしたものです。これを見ていただきますと、基準地震動Ｓｓ－Ｄ

の黒い実線に、ところどころの周期帯で非常に近接しているという部分がございます。

こういったことを考慮いたしまして、震源が敷地に近い宍道断層については断層モデ

ルを重視するという観点でこの断層モデル手法による基準地震動の対応について詳細

に検討いたしました。 

 検討の方法といたしましては、原子力発電所の主要な施設の固有周期を考慮いたし

ました。この図の下の横軸に書いてございます、青で書いてございますように原子炉

建物の固有周期、あるいは主要な機器等の固有周期というものを記載してございます。

こういった固有周期を踏まえて、ある周期帯の中で基準地震動Ｓｓ－Ｄに最も近いも

のを評価いたします。これは二つ目の説明文に書いてございますけれども、それぞれ

の周期帯の範囲で周期ごとの断層モデルとＳｓ－Ｄの比の平均値、これを評価いたし

ます。対象周期帯については、ある程度広い範囲の周期帯を考慮したものと、もう一

つは周期を絞って対象周期帯というものを選定したものということで周期帯①、②に

ついて検討いたします。 

 その結果が２４ページでございます。先ほど２３ページにつきましてはＳｓ－Ｄに

近接しているものを全部まとめて書いておりましたが、それぞれ個別にケースごとに
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記載したものです。これ五つケースがあるんですけども、この五つのケースについて

応答スペクトルを分析いたしましたところ、右上に書いてございます中越沖地震の短

周期レベルの破壊開始点５のケース、これが応答スペクトル比というものがどちらの

周期帯を考慮しても一番大きかったという結果になりました。 

 また、左下の図、赤い線で描いているものですけれども、中越沖地震の短周期レベ

ル、破壊開始点６というものですけれども、これは周期帯でいうと０．０２秒のとこ

ろになりますけれども、最大加速度値が最も大きいというものでございました。 

 以上のことから、この二つにつきまして断層モデル手法による基準地震動として設

定をいたしました。２７ページにそれを時刻歴波形とともに記載してございます。 

 ２９ページですけれども、震源を特定せず策定する地震動、こちらについても検討

を行ってございます。まず震源を特定せず策定する地震動としては２００４年の北海

道留萌支庁南部地震、また２０００年鳥取県西部地震、これを考慮するということで

平成２６年の審査会合にて了承されてございます。これら二つの地震動について、基

準地震動Ｓｓ－Ｄ、また、先ほどのＳｓ－Ｎと比較したのが２９ページの図になりま

す。これを見ていただきますと、水平方向のところを見ていただくと０．５秒あたり

のところで緑の線、これは留萌支庁南部地震ですけれども、これが一部、基準地震動

Ｓｓ－Ｄを超えている。また鉛直方向については、０．０５秒のあたりでＳｓ－Ｄを

超えている。鳥取県西部地震も記録がＳｓ－Ｄを超えています。これらを踏まえて、

この二つの地震動については基準地震動としてそれぞれＳｓ－Ｎ１、Ｓｓ－Ｎ２とし

て設定をいたしました。 

 ３１ページでございますけれども、最終的に設定した各基準地震動を３１、３２ペ

ージに記載してございます。上三つのＳｓ－Ｄ、Ｓｓ－Ｆ１、Ｆ２というのは震源を

特定して策定する地震動による基準地震動で、３２ページの二つが震源を特定せず策

定する地震動による基準地震動ということで、合計五つの基準地震動を設定いたしま

した。 
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 ３４ページは、それらを整理して応答スペクトルとして比較して記載したものでご

ざいます。 

 基準地震動につきまして、ご説明は以上でございます。 

○野口顧問（座長）  はい、ありがとうございました。 

 それでは、今のご説明に関しまして、まず顧問の方からご質問などをお願いします。 

 香川顧問、お願いします。 

○香川顧問  今、最後にご説明いただいた３４ページの震源を特定しない地震動の

ほうですけれども、水平方向の留萌の緑の分が、いわゆる基準地震動を設定したもの

をかなり超えていますけれども、これは機器に関係する周期帯を外れているというこ

とだと思うのですけれども、鉛直方向に関しては、比較的機器に関係するところで鳥

取西部の賀祥ダムというふうなのが結構ずば抜けていますけれども、この辺に関して

の記録の要因、どうしてこうなったかということとか、何か検討されているような数

字があったら教えてください。 

○中国電力秋山耐震建築マネージャー  鳥取県西部地震のピークの要因でしょうか。 

○香川顧問  要因とそれがサイトに影響するのか、しないのかということの検討で

すね。 

○中国電力秋山耐震建築マネージャー  これの具体的な発生要因が、なぜこの周期

で起きたかというのが、そこまでは分析はできてはいないです。これは鳥取県西部地

震の賀祥ダムでの観測記録をそのまま持ってきたものでございまして、これをそのま

ま使っているという状況です。 

 施設への影響につきましては、２３ページは水平方向しか機器の固有周期は書いて

ないですけれども、鉛直方向にも同様の図を作成しておりまして、こういった短周期

のところに機器が固有周期というのがございます。それらの機器につきまして、この

基準地震動全てについて、建屋の応答解析を行った上で、機器の耐震性評価を行うと

いうことで、この鳥取県西部地震の鉛直地震動の揺れを考慮した上で、機器について
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は耐震性評価を行うということで考えてございます。 

○香川顧問  わかりました。２３ページの図に関しては、先ほど、さかのぼります

けど、３号機のときに質問させていただいたのは、こういう図面が２号機用と３号機

用は違ってくるのではないかということを踏まえた質問でした。 

 あともう一つは、後ろから順番に行きます。３１ページのところでＳｓ－Ｄとして

採用されておられる８２０ガルの応答スペクトルに適合した波形ですけれども、ほか

のいわゆる敷地ごとに決めている。断層モデルでつくっている波形に比べると、継続

時間が非常に長くなっています。これはそういう適合させるという意味で、従来の方

法ではこういう継続時間の長い、どちらかというと海溝型地震に近いような波になる

ような波形作成になるのですけれども、現実に宍道断層が動いたときには、その下に

ある波形のように比較的短時間に、熊本の波、神戸の波もそうですけれども、そうい

う波が来るということがわかっていますので、むしろこういう位相特性といいますか、

経時特性を考慮した波というのも一つあってもいいのかなと思うのですけど、そのあ

たりはいかがでしょうか。 

○中国電力秋山耐震建築マネージャー  経時特性につきましては、このＳｓ－Ｄに

ついてはできるだけ主要動部分が長くなるような波が来るということで考えてござい

ました。結果的に断層モデルそのものを基準地震動で採用したことも含めまして、こ

ういった短い時間に地震エネルギーが到達するというようなものも考慮できたのでは

ないかというふうに考えてございます。 

○香川顧問  ただ、一番大きい包絡したもので経時特性をより厳しくする、短めに

するという選択肢もあるのではないかと、ちょっと素朴な疑問なんですけど。一応、

審査会で審査されているということなので、私が言うのもおこがましいのかもしれま

せんけれども。 

○中国電力秋山耐震建築マネージャー  はい、確かにおっしゃるとおりだと思いま

す。Ｓｓ－Ｄに関しましては、どちらかというと継続時間が繰り返しによる効果とい
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うのを考えて策定しているというところが考え方としては大きいので、こういう経時

特性を採用しているところでございます。 

○香川顧問  応答スペクトルに適合させるという意味では、結果的に同じになると

思うのですけれども、より詳細に解析されるときの弾塑性応答とか考えたときに、ち

ょっと変わってくると思いますので、そういうのはできれば検討されたほうがいいと

思います。 

 あともう一つ、資料のつくり方ですけれども、３－４の９ページ、一番最初のとこ

ろに青の線と緑の線で応答スペクトルを書かれていますけれども、青の線がいわゆる

野田らの耐専スペクトルでやられているので、水平と上下がある。緑のほうは別の応

答スペクトルで、これは上下が出ないというご説明があったのですけれども、これで

見ると、宍道断層よりも沖合いの断層のほうが大きいという評価になってしまいます

ので、宍道断層をこの耐専スペクトルで評価したら、さらに大きくなるのではないか

というような印象を、素朴な印象を持ってしまいますけど、そのあたりはいかがでし

ょうか。 

○中国電力秋山耐震建築マネージャー  はい。この距離減衰式の適用に当たりまし

ては、それぞれの距離減衰式の適用範囲というものを検討してございます。青い線と

いうのはいわゆる耐専式と言われるものですけれども、これを宍道断層に当てはめた

場合はその宍道断層の距離と規模からすると、耐専式の距離減衰式の適応範囲を大き

く外れているということを審査においてはお示ししております。それを踏まえて、宍

道断層については、耐専式は適応範囲以外というふうに考えまして、こちらのその他

の距離減衰式というのを採用いたしました。 

○香川顧問  ぎりぎり入るか、入らないかという範囲ですので、見ておかれるとい

うのも必要かと思います。 

○野口顧問（座長）  どうも、ありがとうございました。 

 では、ほかにいかがでしょうか。 



－39－ 

○橋本顧問  私、余りこの分野は詳しくないので、変なことを聞くかもしれません

けれども、さっき２３ページのスペクトルですね。いろんなところで例えば、対象周

期帯１番、対象周期帯２番、そこは合理的に見ていただいていると思うのですが、例

えば、対象周期帯というのは機器がいろいろあって、基本的には一般的にある固有振

動数を求めるような計算をして、機器を周波数でマップをずっとつくっているわけで

すよね。それで例えば、建物については結構大きいから基本地震動数だけじゃなくて、

１次だけじゃなくて、２次をとりましょうという考え方でよろしいですか。 

○中国電力秋山耐震建築マネージャー  はい。１次周期としては、文字が小さいで

すけれども、０．２秒あたりに書いてございます。この機器の周期帯、短周期に結構

集中していることもございまして、建屋のほうの２次周期についても０．０１秒程度

のところにありますので、それについても対象範囲として入れて、周期帯というのを

検討いたしました。 

○橋本顧問  周期、周波数でいえば逆にここが大体２倍ぐらいのところも取りまし

ょうということですね。そうなると、振動数は、こういう振動数が無限に出てくるの

だけど、３次以降はとても考慮するような必要はないということでございましたね、

建物についても。 

○中国電力秋山耐震建築マネージャー  はい、大きなピークというのは基本的に１

次に出てございまして、場所によっては２次に若干ピークがあるところもありますが、

３次、４次に関しては、ほとんどそれの占める、寄与する割合が小さくなってしまい

まして、余り影響がないということで１次、２次までを考慮しているということであ

ります。 

○橋本顧問  建物は２次までと。いろんな機器についてはそんなに細長いものはな

いので、１次というか基本波だけでいいということなのですか。 

○中国電力岩崎原子力管理担当部長  私も、耐震の領域でございますけれども機器

につきましても、クラスごとに違いますけども、モデル化して評価してございます。



－40－ 

モデル化した中に波を入れていますので、その中には工事のものについても評価して、

設計してございます。 

○橋本顧問  よくわかりました。基本的にはあれですね。サイズに依存して、なる

べく細長いものはとても耐震性に弱くて、それだけじゃなくて、細長いものは基本モ

ードだけじゃなくて、工事のものもどんどん考慮しなきゃならない。これは物理の一

般法則であって、これは原子炉施設の機器に展開すると、機器についてはそんなに工

事を考慮するというような機器はないということですね。 

○中国電力岩崎原子力管理担当部長  基本的には、剛構造の機器につきましては５

６％というところが、配管系のようなものにつきましては、当然その工事のものにつ

きましても今長くありますね。それについてモデル化して評価していくというような

状況にございます。 

○橋本顧問  それでその結果、例えば機器の基準地震動を入力して、解析するとき

は当然のことながらいろいろなモードが出てくるのでという。今はそのインプットを

決めるための条件として、こういういろんな機器の周波数帯を決めますよということ

でございますね。当然のことながら、これをインプットとしては、補修が上がってい

るので、それを設定して実際の機器とか何かは当然、細長い配管があるので、いろん

なモードも出てきますよね。それはそういう解析は今後、いわゆる本来の耐震解析は

これからみっちりやられて、その結果は規制委員会の会合なんかで説明されていくと

いうことですね。それでよろしいですね。 

○中国電力岩崎原子力管理担当部長  個別の機器の評価につきましては、設置変更

許可よりもその次の工事計画段階の評価になります。このあたりにつきましては、特

にものすごく膨大な量の審査資料でございまして、それについては個別に資料を作成

しまして、ご説明してまいりますけれども、個々に審査会合の中でまでは扱われない。

大きな論点であるとか、方法論についてはあるかもしれませんが。 

○橋本顧問  ちょっと今、ふと思ったのですが、今回は３号機については新規制基
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準というか、もう新じゃなくて許可基準といったほうがいいのかもしれませんが、現

行基準、あるいは許可基準に対して申請をなさって、それについて説明願って、２号

機については進捗状況ということになるのですが、いろんな事項について規制委員会

で説明していると、当然のことながら、説明内容が変わっていったり、指摘事項があ

るとちょっと修正モデルに切りかえたり、あるいは追加の設備が入ったりとかして、

当然いろんな段階で補正申請が必要になりますよね。補正申請については、当初申請

とかなり変わる場合があるので、そういう場合は協定に基づいて審議、説明されたり

するということはどうなんでしょうか。補正をされるときは協定に基づかなくても、

中国電力さんとしてはどのようにお考えですか。 

○中国電力長谷川島根原子力本部副本部長  ２号機の補正は、今ございません。ま

たそういう場面が出てきます。もちろん３号機はそういう段階ではありませんけれど

も、一般的にはこういう大きな事案につきましては、最初の申し入れ、あるいは出雲

市さんには報告、ご説明というような形でスタートを切りまして、大きなものもござ

いますが、定例の報告というのもございまして、そんな形でよほど何か補正をしたり

する場合もありますけれども、多分、何かあれば対応させていただくということにな

ろうかと思います。いずれにしても運用は今後、また自治体さんともご相談しながら

対応してまいりたいと思います。 

○橋本顧問  ありがとうございます。原子炉設置許可を得ようとする場合、事業者

はまずはこの許可申請をすることにより、安全審査等の会合が始まります。それでい

ろんな規制委員会でいろんな会合を経て、例えば当然のことながら内容がどんどん変

わっていきます。極端な場合は、いろんな評価モデルだけではなくて、設備も施設が

増設されたり変更されたりしていきます。結局は、当初の申請と大分内容が変わって、

ある程度落ちついたところでその申請書を修正します。この修正のための申請を補正

申請といいます。ですから、通常は補正申請をするときは、最初の申請書と内容がか

なり変わります。「そのときには市に対して説明をしてくれるのですね？」と言った
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のが私の質問で、中国電力さんはいろんなルールに基づいて、それ以上に当然のこと

ながら説明をされるということで私も安心したわけでございます。できたら、我々に

もちょっと話を聞かせてもらえればありがたい。これは市長に対する単なる希望でご

ざいます。 

 以上です。 

○野口顧問（座長）  他に。はい、どうぞ。 

○香川顧問  もう１点だけですけど、不確かさを考慮されるときに短周期レベルが

１．５倍というのは、中越の事例をとってきているというのは、これは西南日本でそ

こまでやるというのはどうかというのがちょっとあったのですけれども、近年起こっ

た鳥取県中部の地震とか、４月９日の島根県西部地震とかの短周期レベルを見ている

と、１．５倍では済まないぐらい大きいのが多分ありそうなので、その辺最近起こっ

た地震の、この検討以降に起こった地震に関してもある程度リサーチして必要であれ

ば見直しをされるということもしていただきたいと思います。 

○野口顧問（座長）  どうもありがとうございました。 

 市のほうから何かご質問ございますか。 

○持田防災安全担当部長  ちょっと資料２に戻って、大変恐縮ですけれども、５２

ページのところで、これはシビアアクセント対策ということで、フィルタベント設置

ということだと思いますけれども、除去効率が９９．９％以上とか、有機ヨウ素が９

８％以上ということでございましたけれども、これは特に清顧問のほうが詳しいと思

いますけれども、これによって人体に対するリスクがどの程度軽減といいますか、こ

れによってあるときとないときで変わってくるのかなというのか、いわゆるシーベル

トという単位は、我々はどのぐらい危ないかなという、人体に対しての我々ずっと説

明を受けている関係上、こういう書き方だけだとなかなかちょっとわかりづらいなと

いうところがありまして、もしわかればお聞きさせていただきたいと思います。 

○野口顧問（座長） 中国電力さん、どうぞ。 
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○中国電力岩崎原子力管理担当部長  フィルタベント設備の除去効率と申しますと、

これは試験で実際にそういう粒子の大きさを模擬したものをつくりまして、実際そう

いうスクラビングないしはフィルタを通過させて、どのぐらい除去できるかというの

を海外で実験して、緻密なデータを得てございます。これは、もともと性能でござい

まして、この性能は放射能濃度が薄い場合でも、高い場合でも、そういう場合でも比

較は全体を通して担保できるものとしてございます。 

 そして、実際の被ばく評価と申しますと、ではどのくらい炉心損傷したのか、福島

の事故のような大きな損傷が起きたのか、それとも格納燃料が破損した、ないしは燃

料の不具合はないけれども、炉の水中に溶け込んでいるよう素などが出てくると、結

局どれだけのものが出てくるかによって、被ばくのほうは決まってまいりますので、

ある条件を設定しまして、このフィルタベントの性能を用いて被ばく評価していく。

ですから、逆にほかのものでやれば、単純に申しますと１０００分の１に出れば、被

ばく量は１０００分の１になる、そういうものでございます。お答えになっているの

か、なっていないのかちょっとご質問の趣旨を若干把握しかねているところでござい

ます。 

○野口顧問（座長）  よろしいですか。 

○清顧問  今中国電力の方がおっしゃったとおりで、実際今、何もない素の状態で

いるよりは、フィルタに炉が、効果が働けば被ばく量は下がるのは下がる、当たり前

と言っては当たり前なんですけれども、量的などのぐらいの拡散量があったか、それ

によって全くもう話は変わってしまうというのはもうありますので、ちょっとなかな

かそれは難しいとしか言いようがないなというふうに今質問を聞きながら、思ってい

ました。済みません。ちょっと答えにならないようで、はい。 

○野口顧問（座長）  何かありますか、いいですか。 

○中国電力岩崎原子力管理担当部長  例えば、６０ページにセシウムの放出量が１

００ＴＢｑを下回ると書いてございます。この１００ＴＢｑという基準でございます
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けれども、この値は福島事故で放出されたセシウムで１００分の１程度の値でござい

ます。福島の際には１万ＴＢｑが放出されたと。それに対して、１００ＴＢｑであれ

ば環境への影響は比較的小さいという中で考えられたものでございます。そういう中

で、今現在、セシウムの放出量については０．０００８という値が出ておりますけれ

ども、これが例えばフィルタベントがなければ、１万倍になってくる、そういうもの

でございます。 

○野口顧問（座長）  ありがとうございました。フィルタベントがこういう放出を

抑えるのに有効だということは、間違いないという話でありますね。それは先ほど、

顧問からお話があったようにどういう事故を想定するかによって、具体的な対応は変

わってきます。今日はこの時点で、短時間で余り軽々な話はしたくないと思いますの

でフィルタベントの有効性に対しては、有効であるということは間違いないようです

けど、実際の立場にしては事故によって変わるというふうにさせていただきます。 

 もう時間が参りました。今日は２号機に関する基準地震動のお話で御説明をしてい

ただきました。地震評価に関しましては福島第一原子力発電所の事故で見られるよう

に関心が高いところで、実際の評価に関しては余震をどう考えるとかや、その中での

作業の有効性とか、ハードの安定だけではなくて、いろいろチェックしないといけな

いところがあると思っています。 

 この顧問会議は、出雲市民の方々の安全ということに対して責任があるわけで、こ

ういう議論というのも、個別の議論を一つ一つ重ねていく、有効な機会ではあります

が、大事なことは出雲市民の安全を考える段階において、まだ何を議論していないの

かということを明らかにして、全体の枠組みの中で各会の議論の位置づけを明確にし

ていくことが大事だというふうに思っています。この会議は形骸化しないように一歩、

一歩、一つずつきちんと議論していければと思います。 

 限られた時間の中ですので、詳しい個別の議論は規制委員会の資料できちんとやっ

ていただきますけど、やはり市民の方々の特に関心の高いことに関しては、この会議
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でもきちんと議題も含めてしたいと思います。 

 では、今日の議論は以上をもって終了したいと思います。 

 以上です。 

○持田防災安全担当部長  ありがとうございました。 

 それでは最後に藤河副市長から挨拶をさせていただきます。 

○藤河副市長  本日は、島根原子力発電所３号機の新規制基準に係る適合性申請の

概要を中心に、中国電力から説明をいただきました。また、顧問の先生方には中国電

力に対するご質問の内容など、大変参考になったというふうに思っております。本日

の会議の内容を参考にさせていただきまして、この案件に対する出雲市の考えをまと

めて、島根県のほうに報告回答を見ていただこうというふうに考えてございます。 

 また島根原子力発電所２号機につきましての中国電力からの説明をいただきました

が、現在も適合性審査が継続して行われているという状況でして、出雲市としまして

もこの審査につきまして注視をしていきますので、先生方には引き続き技術的な観点

から幅広いご指導、ご助言をいただければというふうに考えてございます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○持田防災安全担当部長  それでは以上をもちまして、第４回出雲市原子力安全顧

問会議を終了いたします。 

 どうもありがとうございました。 


